
　　　　令和　年　月　日
沖縄県知事　殿

事業者の住所	
事業者名	
代表者の役職・氏名
担当者
氏名
連絡先
メールアドレス


令和　年度沖縄県平和ガイド人材育成事業補助金　応募申請書


　「沖縄県平和ガイド人材育成事業補助金」公募要領の内容を了解し、別添の提出書類を添えて応募します。


記

１ 補助事業の実施期間　令和　年　月　日　から令和　年　月　日まで

２ 事業計画　　　　　  別添のとおり

３ 補助対象経費の総額  金　○,○○○,○○○　円

４ 補助金交付申請額　  金　○,○○○,○○○　円

５ 経費の算出基礎　　  別添のとおり

６ 添付書類　　　　　（1） 事業内容の説明資料（任意様式A４版10枚以内で作成）
　　　　　　　　　　 （2） 沖縄県平和ガイド人材育成事業計画書（別紙１）
（3） 団体等の収支予算書
（4） 団体等の定款、会則、規約又は法人登記等これに準ずるもの
（5） 団体等の事業概要を記載した書類
（6） 平和ガイド育成に関する実績又はノウハウを証する書類
（7） 誓約書（別紙２）
（8） その他知事が必要と認める書類

（備考）１　別途指定された書類を添付すること。
　　　　２　用紙の大きさは、日本産業規格A列４とする。
別紙１（応募申請書　添付書類）

　　　　　　沖縄県平和ガイド人材育成事業計画書
	

団体の概要
	団　体　名
	

	
	所在地・連絡先
	〒


	
	
	電話番号     　　
	
	メールアドレス
	

	
	代表者氏名
	（役職）　　　　　　　　　（氏名）

	
	設立年月
	年　　月　　日
	会員数
	人
	職員数
	人

	
	活動内容
	

	
	直近３年間に
受けた補助金
	

	

補助金交付を申請する事業











補助金交付を申請する事業
	事業期間
	年 　　月 　　日～　     　 年 　　月 　　日

	
	事業の目的
	

	
	事業の内容
	











	
	他の助成の有無
	・公的助成　（　有　・無　）
・民間助成　（　有　・無　）

	
	経費及び内訳
		補助金
所要額
算出表
	
	項　目
	予算額
	内　訳

	
	補
助
対
象
経
費
	
	
	

	
	
	補助対象経費合計
	
	

	
	
	補助対象経費以外の経費合計
	
	

	
	
	支 出 計
	
	(補助対象経費合計)＋(補助対象経費以外の経費合計)





注１　当該事業の説明を補足する資料があれば添付してください。
注２　補助対象経費の項目欄には沖縄県平和ガイド人材育成事業補助金交付要綱別表１の項目（講師謝礼金、消耗品費等）毎に記入し、内訳の欄には項目毎の予算額の積算根拠、数量等を詳しく記入してください。
注３　上記に入らない場合は、別紙に記入して下さい。

別紙２（応募申請書　添付書類）
令和　年　月　日
沖縄県知事 殿
団体所在地
団体名称
代表者氏名


暴力団等に該当しない旨の誓約書

私達は、沖縄県平和ガイド人材育成事業公募要領に基づく補助金応募申請手続にあたり、当団体が下記の（１）及び（２）のいずれにも該当しないことを誓約します。


記

（１）　政治団体、宗教団体、営利を目的とする団体その他交付をすることが不適当と認められる団体

（２）　団体の構成員等（団体である場合は代表者、理事等、その他運営に実質的に関与している者をいう。）が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき。
構成員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
構成員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
構成員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。










【様式】

質問票

沖縄県平和ガイド人材育成事業補助金

令和　　年　　月　　日
住所
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　
担当者名
電話番号　　　　　　FAX番号
E-mail

	No.
	補助金交付要綱、実施要領、公募要領の項目
	質問内容

	１
	（例）交付要綱第４条第２項について
（例）公募要領２(3)について
	（例）○○と記載があるが、○○という認識で間違いないか。




【様式】
平和ガイド人材育成事業補助金
共同企業体協定書

（目的）
第１条　この協定は、平和ガイド人材育成事業補助金における共同事業を遂行するため、実施主体となる共同企業体が協同・連帯して効果的に取組むことを目的として締結するものとする。

（名称）
第２条　この協定書に基づく共同企業体は、「○○○○○」（以下「共同企業体」という。）と称する。

（構成員の住所及び名称）
第３条　本共同企業体の構成員は、次のとおりとする。
(1)　代表事業者
住所　○○○
商号又は名称　株式会社○○○
代表名　代表取締役　○○○

(2)　共同事業者
住所　○○○
商号又は名称　株式会社○○○
代表名　代表取締役　○○○

（代表事業者）
第４条　本共同企業体は、株式会社○○○を代表事業者とする。

（代表事業者の権限）
第５条　本共同企業体の代表事業者は、本共同事業の履行に関し、本共同企業体を代表して、交付決定者及び監督官庁等と調整・折衝する権限、自己の名義をもって交付申請事業に関する補助金の申請、請求（概算払金を含む。）、受領等に関する事務や経理、報告書類の作成および提出、本共同企業体に属する財産を管理する権限等を有する。

（取引金融機関）
第６条　本共同企業体の取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、代表事業者の名義により設けられた預金口座によって取引を行うものとする。

（構成員の連帯責任）
第７条　本共同企業体は、各構成員が実施する役割、内容を予め明確にした上で、本共同事業を遂行するものとし、遂行に関して連帯して責任を負うものとする。

（構成員の個別責任）
第８条　本共同企業体の構成員がその分担に係る本事業の執行に関し、当該構成員の責めに帰すべき事由により交付決定者又は第三者に損害を与えた場合は、当該構成員がこれを負担するものとする。

（権利の譲渡の制限）
第９条　この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。


（解散の時期）
第10条　本共同企業体の存続期間は、本事業の開始日から終了日までとする。ただし、本事業に関する検査等が行われる場合や補助金の返還請求などが発生する場合はその対応が完了するまで存続する。
２　本共同企業体は、本共同事業の不採択通知を受けた場合は、同日をもって解散するものとする。

（事業途中における構成員の破産又は解散に対する措置）
第11条　構成員のうちいずれかが事業途中において破産又は脱退した場合においては、交付決定者の承認を得て、共同企業体の残存構成員の中から当該構成員の分担事業を引き受ける者（以下、「分担事業引受者」という）を選定する。
２　前項の場合において、分担事業引受者の選定が困難なときは、残存構成員が共同連帯して、当該構成員の分担事業を完了する。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び交付決定者の承認を得て、新たな構成員を本共同企業体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は脱退した構成員の分担事業を完了する。

（解散後の瑕疵担保責任）
第12条　当共同企業体が解散した後においても、当該事業につき瑕疵があったときは、　各構成員は連帯してその責に任ずるものとする。

（解散後の交付決定者からの指示）
第13条　当企業体が解散した後においても、交付申請事業につき交付決定者から指示があったときは、各構成員は連帯してその責を負うものとする。

（協定書に定めのない事項）
第14条　この協定書に定めの無い事項については、各構成員の協議によって定める。

上記のとおり共同企業体協定を締結したので、その証拠として本協定書○通を作成し、各１通に構成員が記名押印し、各自１通を保有するものとする。なお、交付決定者である沖縄県知事に１通を提出するものとする。

令和○年○月○日


代表事業者
住所　○○○
商号又は名称　株式会社○○○
代表名　代表取締役　○○○　　　印

共同事業者
住所　○○○
商号又は名称　株式会社○○○
代表名　代表取締役　○○○　　　印
